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要旨 

 

本稿では、東日本大震災発災後おおむね 1年を経過した時点において入手可能な情報を

元に、既存研究を用いた大規模自然災害による直接被害の国際比較、阪神・淡路大震災と

東日本大震災の直接被害推計の比較、東日本大震災発災後の公的統計に関する政府の対応

を整理した後、間接被害に関して公的統計を使用して、様々な角度から定量的に被害と復

興の過程を分析した。主な分析結果は次のとおりである。 

人口・雇用面をみると、被災地では震災以降若年層の流出により更なる高齢化が進み、

若年層の新規雇用創出が重要であるが、「医療・福祉」産業にその可能性がある。また、被

災地では震災復旧関連等の求人の増加は見られるものの、雇用のミスマッチも生じており、

地域特性を生かした雇用回復が重要である。供給側ショックをみると、製造業は震災の直

接の被害からは脱しつつあるが、その後の回復では海外需要に不安がある。農漁業につい

ては、被害者の実人数が約４万７千人と試算でき、津波被災地域での営農再開農家は、岩

手県で１割、宮城県で２割であるなど、復旧に時間を要している。需要側ショックをみる

と、全国的には震災後の消費自粛の解消等が徐々に進む一方、被災地では生活再建のため

消費がある程度まで回復したが、地域により消費生活の基盤ともなる住宅建設の遅れ等が

見られる。また、サービス業では観光関連の回復が遅れているほか、原発事故に伴う風評

被害の影響が主要な福島県産青果物の価格形成において確認され、食品中の放射性物質の

安全性に関する信頼性の高い情報提供が必要である。 
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Abstract 

 

On March 11, 2011, the Great East Japan Earthquake and tsunami hit the Tohoku region of Japan, 

causing the loss of a great number of lives and property. The earthquake and tsunami also damaged 

nuclear plants in Fukushima Prefecture, resulting in the release of radioactive substances into the 

environment. This extensive natural disaster presented numerous challenges not only to the 

affected areas but also to the Japanese economy as a whole. This study examines the recovery 

process one year after the disaster, including changes in demographic characteristics, employment, 

production of main industries and consumer buying behavior in Japan. Various official statistics are 

used to capture the recovery process quantitatively.  

 

Key findings of the study are as follows: 1) population aging in the affected areas has been 

accelerated due to an exodus of younger generations in response to the disaster; 2) although the 

employment situation in the affected areas has improved gradually, many people are still without 

jobs, partly because of a mismatch in employment between job seekers looking for local industry 

jobs (especially in the local seafood processing industry) and employers recruiting construction and 

healthcare workers in the tsunami-hit region; 3) while some industrial sectors have recovered, such 

as the automobile and construction machinery industries, overall industrial activity in Japan is still 

in the process of recovering from the disaster; 4) 80 percent of farmers in the tsunami-hit region 

suffer from a loss of arable land because of salt pollution and piles of rubble; 5) although overall 

large retail store sales in the affected areas quickly recovered within a month after the disaster, 

sales of household electrical appliances and eating out have not yet returned to those pre-quake 

levels; and 6) harmful rumors caused by the Fukushima nuclear accident have severely damaged 

the agricultural and tourist industries in the Tohoku region, resulting in price drops in local 

agricultural products and a decrease in the number of tourists visiting to the region. 
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第１章 はじめに 

 

 第１節 自然災害が経済・社会に与える影響に関する既存研究 

 東日本大震災を受け、被災状況の正確で迅速な把握と、実証的根拠に基づく復興策

の考察が求められている。被災地の将来の青写真を描くためにも、被災地の姿を包括

的に把握できる統計の利用が重要である。ここでは、過去の大災害からの復興に関し

て統計を使用した分析を最近の研究事例を中心にサーベイする。 

 大規模な自然災害に関する被害を考察する際には、被災地の人的被害、物的被害で

ある直接被害に関する推計に加えて、被災地及び経済全体に与える経済的影響（所得、

雇用、産業別の生産、インフレーション等への影響）である間接被害に関しても推計

することが期待される。しかしながら、Cavallo and Noy (2009)による自然災害の経

済効果のサーベイ論文でも指摘されているように、工学等の分野における直接被害

（人的被害、作物被害、建物・構造物等のインフラへの被害）の推計に関する研究は

進展しているものの、間接被害の推計に関する経済学的研究は限られている。Cavallo 

and Noy (2009)は、間接被害の推計例として、自然災害が経済に与える影響を短期、

長期に分けて分析し、短期的には経済成長率にマイナスの効果をもたらすものが大半

だとしている。ただ、どのようなチャンネルを通じて経済成長にマイナスをもたらす

のか、またこのマイナス効果をもたらすチャンネルが一時的なものなのか、恒久的な

ものなのかの検討が必要であると指摘している。長期的な経済成長に与える効果は、

研究結果によって異なるが、効果を計測する上での問題点としては、災害がなかった

場合に想定される成長率と実際の成長率を比較することが困難である点である。  

 Hochrainer (2009)は、災害がなかった場合に想定される GDP の成長率を時系列モデ

ルによって求め、災害後の現実の成長率との比較を行った。ベルギーのルーベンカト

リック大学疫学災害研究所（CRED）の自然災害に関する統計データ（EM-DAT）等

を用いて 1960 年～2005 年における 225 の自然大災害のデータを使用して、災害後の

災害がなかった場合に想定される経済成長率と現実の成長率を比較した結果、災害後

から 5 年後においては現実の成長率が、災害がなかった場合に想定される経済成長率

に比して概ね４パーセントポイント低くなるとの結果を得ている。  

 以上はマクロ経済全体に与える効果であるが、大規模自然災害は国全体の経済に与

える影響は仮に限定的だとしても、被災地の地域経済に与える効果は甚大である。ハ

リケーン・カトリーナにより広域な被害を受けた米国のニューオーリンズ市の労働市

場などの分析が示唆に富む。Vigdor（2008）は、災害前後の労働市場などを分析し、

地域の特性が復興の姿を規定すると結論づけている。ニューオーリンズ市においては、

40 万人以上いた市民はハリケーンの直後には概ね全て退避したが、その後 2 年間にお

いて避難者の帰還は、半数程度に留まった。Vigdor（2008）は他の都市における自然

災害、大火災、戦災後の回復パターンと比較して、当該都市の経済的魅力が低いとこ
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ろでは災害により人口の流出が加速し、逆に経済的な魅力が高い都市は災害による一

時的な人口の減少をみても長期的には、回復しかつ増加すると考え、ニューオーリン

ズ市のケースは前者に当てはまると考えられ、観光関連産業以外には重要な産業に恵

まれず、雇用機会の少ないことが人口の回復を妨げているものと推察している。また

Groen and Polivka (2008)によるとハリケーン・カトリーナからの避難者の労働市場に

おける影響を分析し、ハリケーンの後 13 カ月にわたって避難者は労働市場において

不利な状況におかれていたが、その程度は避難者が新しい経済状況に調整することが

可能になるにつれて減少している。ただ、ハリケーン・カトリーナ以前の元の居住地

に帰還できなかった避難者に関しては、元の居住地に帰還できた避難者に比して労働

市場においてより不利な状況にあることを分析している。 

 Sacerdote (2012)は、ハリケーン・カトリーナとハリケーン・リタによってオーリン

ズ郡から避難した学生のパーフォマンスについて研究している。この研究では、避難

後初年の学生の成績は大幅に低下するが、３年目、４年目に成績が向上することから、

オーリンズ郡の学校より質の高い他の地域の学校に移転したことが、長期的には教育

効果の面ではプラスの影響があったとの結果を報告している。ただ、この成績向上の

効果の程度は限定的であり、2 年生の大学（College）への進学率を向上させる程の効

果はなかったものと分析結果を得ている。  

 De Mel, McKenzie and Woodruff (2011)は、自然災害からの企業の回復プロセスを研

究した数少ない研究例の一つである。彼らはスリランカの零細企業のデータを使用し

て、2004 年 12 月に起きた津波からの復興過程を研究した。この研究での重要な発見

は、被災企業の利益や資本ストックの水準は、被災を免れた企業のそれらより 3 年経

ても低く、また資金制約がこれらの企業の再建の遅れに重要な影響をもたらすことで

ある。また、資金制約の緩和がより効果を発揮するのは流通業であり、製造業等は資

金制約が解消されてもサプライチェーンの寸断により回復が遅れることを指摘して

いる。  

 阪神・淡路大震災は人口密度の高い都市における直下型地震の代表例であり、各種

統計を分析することで復興の経過を把握できる。阪神・淡路大震災からの経済復興過

程については、永松（2006）によってサーベイされている。このサーベイの結果によ

ると、復興被害に関する研究は直接被害に関しては後述するように様々な研究が存在

するが、間接被害に関しては豊田（2000）等に限られ、国・兵庫県も正式な推計は行

っていない。労働市場の回復に関しては、新規の有効求人倍率が順調に回復するなか

で、職種、年齢、就業形態別等で求人・求職のミスマッチの問題があったことを指摘

している。また産業別の分析では、震災前から顕在化していた神戸港やケミカルシュ

ーズ産業の国際競争力の低下傾向が加速されたとの研究例を紹介している。 

 

本研究は、上記のような先行研究を踏まえて、東日本大震災からの復興の過程を様々
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の公的統計を使って分析するものである。1 章では大規模自然災害の国際比較、阪神・

淡路大震災による直接被害の比較、東日本大震災を受けての統計に関する政府の対応

を議論する。2 章では人口移動、雇用からみた被災地の復興、3 章では供給側ショッ

クからみた震災からの復興、4 章では需要側ショックからみた震災からの復興を議論

し、5 章で結論を述べる。なお第 2 章から第 4 章の分析では、おおむね 2012 年 1 月末

時点において入手可能な情報を利用している。 
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第２節 大規模自然災害による直接被害の国際比較  

2011 年 3 月 11 日に発生した東北地方太平洋沖地震は、日本における観測史上最大

規模のマグニチュード 9.0、震度 7（宮城県北部）を記録し、大規模な津波と余震を

伴って、被災区域が東日本全域におよぶ未曾有の大災害を引き起こした。この東日本

大震災による死者は約 1 万 6 千人、行方不明者は約 3 千人、全壊、半壊した住家はそ

れぞれ約 13 万棟、約 24 万棟にのぼり 1、ライフライン施設、社会基盤施設などにも

極めて甚大な被害が発生した。  

日本はこれまでも 1923 年の関東地震による関東大震災や、1995 年の兵庫県南部地

震による阪神・淡路大震災など大規模な自然災害に見舞われてきたが、世界各地でも

自然災害によって毎年多くの人命と財産が失われている。ベルギーのルーベンカトリ

ック大学疫学災害研究所（CRED）の自然災害に関する統計データ（EM-DAT）を用

いて 1970 年代以降の世界の自然災害の発生状況をみれば、災害の発生件数は 2000 年

代前半まで増加傾向にあり、その後やや減少しているものの、 1970 年代の災害の年

平均発生件数及び被

災者数が 90 件／年、

54 百万人／年に対し

て、 2000 年代の災害

の発生件数及び被災

者数は 444 件／年、

228 百万人／年とそれ

ぞれ約４倍に増加し

ていることがわかる

（図表１－２－１）。  

災 害 発 生 件 数 の 増

加に伴って経済被害

の規模も増加傾向に

あるが、特に阪神・淡

路大震災（ 1995 年）、

米国のハリケーン・カ

トリーナ（ 2005 年）、

中 国 の 四 川 大 地 震

（ 2008 年）で非常に

大きな損失が発生し

ている（図表１－２－

３）。ハリケーン・カ

                                                  
1 2012 年 1 月 11 日消防庁災害対策本部発表。  

図表１－２－１① 世界の自然災害発生件数（ 1970～ 2010 年）  

図表１－２－１② 世界の自然災害被災者数（ 1970～ 2010 年）  

資料：ルーベンカトリック大学疫学災害研究所（CRED）の EM-DAT
より作成（ 2012 年 1 月 16 日時点）  
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トリーナでの経済被

害額は、数百億ドルか

ら千数百億ドルと推

計されており 2、史上

最大規模とされてい

たが、東日本大震災の

経済被害額はこれを

大幅に上回り、史上最

大規模の災害となっ

ている。  

こ う し た 災 害 の 発

生状況について、世界

全体に占める地域別

の割合をみると、過去

40 年（1970～2010 年）

では、アジア地域が発

生件数の 38.6％、死者

数の 55.0％、被災者数

の 89.0％、被害額の

42.5 ％ と 大 き な 割 合

を占めている（図表１

－２－３）。アメリカ

地域やヨーロッパ地

域では、発生件数はア

メリカ地域が 24.1％、

ヨ ー ロ ッ パ 地 域 が

13.3 ％ を 占 め る 割 に

は、死者数及び被災者

数が少なく、逆に被害

額は、アメリカ地域が

38.0％、ヨーロッパ地

域が 15.8％と、経済規

模を反映して大きな

                                                  
2 ハリケーン・カトリーナの被害額については、RMS が 400～ 600 億ドル（ 2005 年 9 月 9 日）、米国議

会予算局（CBO）が 700～ 1300 億ドル（リタを含む）（ 2005 年 10 月 6 日）、国連国際防災戦略（UN/ISDR）

が 1,250 億ドル（ 2006 年 1 月 30 日）としている。  

図表１－２－３ 1970～ 2010 年の世界の地域別自然災害  

資料：ルーベンカトリック大学疫学災害研究所（CRED）の EM-DAT
より作成（ 2012 年 1 月 16 日時点）  

図表１－２－２ 世界の自然災害被害額（ 1970～ 2011 年）  

資料：ルーベンカトリック大学疫学災害研究所（CRED）の EM-DAT
より作成（ 2012 年 1 月 16 日時点）  
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割合を占めている。一方、アフリカ地域は、発生件数が 19.4％、死者数が 24.6％と多

いにもかかわらず、被災額は 1.4％と非常に小さい。  

さらに、地域別に 1990～2010 年の年平均被災額をみてみると、アジア地域では、

地震 147 億ドル／年、洪水 120 億ドル／年、暴風 72 億ドル／年となっており、これ

らでアジア地域の被災額全体の 91.3％を占めているのに対し、アメリカ地域では、暴

風が 223 億ドル／年と全体の 71.8％を占めている（図表１－２－４）。また、ヨーロ

ッパ地域では、洪水と

暴風がそれぞれ 43 億

ドル／年、 39 億ドル

／年となっており、両

者でヨーロッパ地域

の 被 災 額 全 体 の

73.2％を占めている。

このように、世界的に

見てアジア地域は、

様々な自然災害がそ

れぞれ大きな被害を

発生させており、災害

に対する脆弱性の高

い地域であることが

わかる。  

国連大学環境・人間の安全保障研究所（UNU-EHS）との共同でアライアンス・デ

ベロプメント・ワークスが、2011 年に世界各国の自然災害などのリスクを評価した

結果をまとめた「世界リスク報告 2011（WorldRiskReport 2011）」をみても、地震、暴

風、洪水、干ばつなどの自然災害にさらされる可能性、及びこの結果に社会的影響の

受けやすさや社会の対処・適応能力を加味して総合的に評価した自然災害の世界リス

ク指標（World Risk Index）は、アジア地域、アフリカ地域で高くなっている。自然

災害にさらされる可能性の 1 位は南太平洋の島国のバヌアツ、2 位トンガ、3 位フィ

リピン、4 位コスタリカ、5 位日本となっており、また、自然災害の世界リスク指標

は、1 位バヌアツ、2 位トンガ、3 位フィリピン、4 位ソロモン諸島、5 位グァテマラ

と続いて、日本は 173 カ国中 35 位でリスクの高い地域に位置づけられている。この

ように、日本は、自然災害に遭う可能性が極めて高く、非常に高いリスクを負ってい

ることがわかる。  

  

図表１－２－４ 地域別の年平均被害額（ 1990～ 2010 年）  

資料：ルーベンカトリック大学疫学災害研究所（CRED）の EM-DAT
より作成（ 2012 年 1 月 16 日時点）  
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第３節 阪神・淡路大震災と東日本大震災の直接被害推計の比較  

兵庫県を中心に近畿圏の広域が大きな被害を受けた阪神・淡路大震災では、 6,434

人が亡くなり、249,180 棟の建物が全壊・半壊した。さらに、同時多発的に火災が発

生し、広範囲に延焼したため、7,132 棟の家屋が全半焼した（図表１－３－１）。  

こ の 震 災 に よ る ス

トックの被害額につ

いては、国土庁防災局

が、震災からおよそ 1

か月後の 1995 年 2 月

14 日現在で把握され

た被害状況を基に約 9

兆 6 千億円と推計し

ている（図表１－３－

２）。このうち、住宅、

店舗・事務所・工場、

機械等の「建築物等」

の被害額は約 6 兆 3 千

億円であり、全体の概

ね 6 割を占める。また、

兵庫県がより詳細に

推計し 1995 年 4 月 5

日に発表した結果に

おいても（図表１－３

－３）、直接的な被害

総額は約 9 兆 9,268 億

円となっており、この

うち建築物の被害額

は約 5 兆 8,000 億円と

推計されている。一方、

商工関係の建築物の

被害額は約 1 兆 7,700

億円と推計されていることから、住宅の被害額は約 4 兆円と考えられ、住宅が大きな

被害を受けたことがわかる。なお、兵庫県における鉄道、高速道路等の土木施設全体

の被害状況については、被害査定等を経て 1995 年度末現在で 1 兆 4,845 億円と推計

されている（図表１－３－４）。  

図表１－３－１ 阪神・淡路大震災と東日本大震災による被害状況  

 
資料：阪神・淡路大震災は、消防庁「阪神・淡路大震災について（確

定報）」2006 年 5 月 19 日。東日本大震災は、2012 年 1 月 11
日消防庁災害対策本部発表。  

図表１－３－２ 阪神・淡路大震災と東日本大震災の被害額の推計  

 

資料：阪神・淡路大震災の被害額は、1995 年 2 月 16 日国土庁防災局

発表。東日本大震災の被害額は、2011 年 6 月 24 日内閣府（防

災担当）発表。  
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震 災 は 当 該 地 域

の 産 業 に も 甚 大 な

被 害 を も た ら し た

が、「産業復興会議」

が 1995 年 6 月に発

表した「産業復興計

画」での推計によれ

ば、工場・ビル・商

店 街 等 の 損 壊 と い

っ た 商 工 関 係 の ス

ト ッ ク の 被 害 額 は

約 2 兆 5,400 億円

（うち建築物・設備

関係は約 1 兆 9,800

億円）であり、営業

の 停 止 や 稼 働 率 の

低 下 等 の 間 接 的 な

被 害 額 は 約 2 兆

6,000 億円に達する

とされている（図表

１－３－５）。産業

被害については、豊

田（2001）が、企業

へ の ア ン ケ ー ト 結

果 か ら 直 接 及 び 間

接 の 平 均 被 害 額 を

求 め 、 こ れ に 各 業

種・規模別の被災事

業 所 数 を 乗 じ る こ

と に よ っ て 被 害 額

を算出している。こ

の結果によれば（図

表１－３－６）、諸

ス ト ッ ク や 商 品 の

破 損 等 に よ る 直 接

被害額は 5 兆 9,274  

図表１－３－３ 兵庫県南部地震による直接的な被害総額  

（1995年4月5日兵庫県発表）
項　目 金　額 概　要　（単位：億円）

1．建築物 約5兆8,000億円
倒壊・使用不能建物　等
［注：建築着工統計の建築単位から推計］

2．鉄道 約3,439億円
JR西日本・阪急電鉄・阪神電鉄・神戸電鉄・山陽電鉄
等

3．高速道路 約5,500億円
阪神高速道路・中国縦貫自動車道路・名神高速道路
等

4．公共土木施設
（高速道路を除く）

約2,961億円
道路約1,181、河川約369、海岸約4、砂防約7、下水道
約698、街路約36、公園約140、国営直轄事業約526

5．港湾 約1兆円
神戸港、尼崎西宮芦屋港等公共施設約7,600、民間施
設約2,400

6．埋立地 約64億円
佐野、志築地区約7、南芦屋浜、芦屋浜地区約40、西
宮、甲子園地区約17

7．文教施設 約3,352億円

県立学校約141、市町立学校約1,705、社会教育施設約
362、体育施設等約139、文化財約99、県立大学約3、私
立学校約340、国公立大学約91、私立大学約379、文化
施設（公立ホール等）約93

8．農林水産関係 約1,181億円
農地・ため池等約244、治山施設約82、漁港約199、農
業生産施設等約105、水産業施設約48、林産施設約
17、卸売市場約245、食品関係施設等約241

9．保健医療・福祉関係
施設

約1,733億円
病院約666、診療所約274、試験研究機関約9、看護学
校約19、火葬場約11、保健センター等約28、福祉関係
施設約404、生活協同組合施設約322（医療除く）

10．廃棄物処理・し尿
処理施設

約44億円

11．水道施設 約541億円 上水道約493、工業用水約48

12．ガス・電気 約4,200億円 ガス約1,900、電気約2,300

13．通信・放送施設 約1,202億円
電気通信施設約984（うちNTT約800）、放送施設約35、
ケーブルテレビ約175、兵庫衛星通信約8

14．商工関係 約6,300億円 機械・装置等設備約6,300（建築物1兆7,700除く）

15．その他の公共施設
等

約751億円 県庁舎等約136、市町庁舎約515、警察庁舎等約100

計 約9兆9,268億円  
資料：兵庫県土木部『阪神・淡路大震災誌「平成 7 年（ 1995 年）兵庫

県南部地震」－土木施設の地震災害記録－』 1997 年 1 月  

図表１－３－４ 兵庫県南部地震による土木施設の被害状況  

（1995年度末現在、単位：億円）
項　目 被害総額 県・公社 市　町 直轄・公団 民間等
鉄　道 2,220 0 40 0 2,180

高速道路 3,345 2 0 3,343 －
一般道路 2,238 74 1,312 852 －

河　川 363 335 11 17 －
ダ　ム 0.1 0 0 0.1 －
海　岸 5 3 0 2 －
砂　防 12 4 0 8 －
下水道 646 2 644 0 －
港　湾 5,944 304 3,507 2,133 －

小　計 14,773 724 5,514 6,355 2,180
街　路 10 3 7 0 －
公　園 62 8 54 0 －

小　計 72 11 61 0 0
合　計 14,845 735 5,575 6,355 2,180  

資料：兵庫県土木部『阪神・淡路大震災誌「平成 7 年（ 1995 年）兵庫

県南部地震」－土木施設の地震災害記録－』 1997 年 1 月  
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図表１－３－５ 産業復興会議による阪神・淡路大震災の商工関係の被害額の推計  

被害額 備　考
約2兆5,400億円

(1) 建築物 約1兆4,200億円 非木造家屋の固定資産税評価額×被災率

(2) 設備関係 約5,600億円
機械・装置等の固定資産税評価額×被災
率

(3) 工場の在庫・原材料
関係

約3,000億円
（製造品在庫額＋半製品仕掛品在庫額＋
原材料・燃料在庫額）×被災率

(4) 店舗等の在庫・原材
料関係

約2,600億円
（製造品在庫額＋半製品仕掛品在庫額＋
原材料・燃料在庫額）×被災率

約2兆6,000億円

(1) 工業の機会損失関係 約9,400億円

(2) 商業の機会損失関係 約1兆6,600億円

項　目
ストックの被害額

間接的な被害額

 
（注） 1. ストックの被害額の推計方法  

「被災度別建物分布状況図」（震災復興都市づくり特別委員会作成）をベースに産業復興会

議が被災率を推計し、それに市町毎の固定資産税評価額等を乗じて、試算した。  
2. 間接的な被害額の推計方法  

「被災度別建物分布状況図」と「平成 3 年度事業所統計に関するメッシュ統計」を重ね合

わせ、ブロック毎・産業大分類毎の被災度を求め、被災度に応じた操業停止期間を以下の

とおり設定し、それに当該市町の 1 人当たり出荷額（売上額）を乗じて試算した。  
全壊・・・・・ 4.0 か月   半壊・・・・・・・ 2.0 か月  
一部損壊・・・ 1.0 か月   外観上被害無・・・ 0.5 か月  

なお、これらの、ストック被害に伴う操業停止による直接的な営業損失等に加え、自社が

操業を開始できても、取引先の被災により、実際に生産ができなかったり、物流の停滞に

より稼働率が低下したりするなどの間接的な被害もかなりの額になると思われる。  

資料：産業復興会議「産業復興計画」 1995 年 6 月  

 

図表１－３－６ 阪神・淡路大震災における推定被害額の業種別比較  
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資料：豊田利久「阪神・淡路大震災による産業被害の推定」財団法人神戸都市問題研究所編『震災

調査の理論と実践－震災被害，生活再建，産業復興，住宅，健康－』 2001 年 2 月より作成  
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億円、機会損失や取引先の損失・減少等による間接被害額は 1 年間で約 7 兆 2,271 億

円、2 年間で 10 兆 8,450 億円と推計されており、間接被害の方が直接被害を大幅に上

回ると見られている。  

一方、東日本大震災では、東北から関東の広い範囲において地震動及び液状化現象、

沿岸部における津波被害が発生したため、鉄道や道路の交通網が広範囲にわたり寸断

され、港湾、空港施設等のインフラ施設の損壊、電気、ガス、水道をはじめとするラ

イフラインに大きな被害が発生した。製造業においても、沿岸部では鉄鋼、石油化学、

石油精製、電気機械、食品などの工場が被災するとともに、水産加工業が壊滅的打撃

を受け、内陸部では電子部品工場や自動車部品工場が被災して、サプライチェーンの

寸断が国内のみならず海外の生産活動にも影響を及ぼした。また、津波により流失・

冠水等の被害を受けた農地の推定面積は 23,600ha（青森県 79ha、岩手県 1,838ha、宮

城県 15,002ha、福島県 5,923ha、茨城県 531ha、千葉県 227ha）に及び 3、農業用施設、

漁港施設、治山施設等が損壊するなど農林水産関係も極めて深刻な被害を受けた。  

このようなストックの直接被害額は、内閣府（防災担当）が 2011 年 6 月 24 日に発

表した推計によれば約 16 兆 9 千億円と試算されており（図表１－３－２）、阪神・淡

路大震災のおよそ 1.7 倍の被害規模となっている 4。その内訳をみると、阪神・淡路大

震災と比べて、住宅や店舗・事務所・工場等を含む「建築物等」が約 10 兆 4 千億円

と非常に大きくなっているが、「農林水産関係」も約 1 兆９千億円と大きな被害額と

なっていることが注目される。なお、推計は震災と津波による被害が対象で、原子力

発電所の事故による影響は含まれていない。  

東日本大震災のストックの被害額については、政府以外でも、日本政策投資銀行が

岩手県、宮城県、福島県、茨城県の 4 県についてエリア別（県別／内陸・沿岸別）に

推計した結果を発表している 5（図表１－３－７）。この結果によれば、内陸部 4 兆 6,120

億円、沿岸部 11 兆 7,610 億円、計 16 兆 3,730 億円と、沿岸部の被害が大きく、津波

被害の大きさを物語っている。このうち、生活・社会インフラの被害額が 8 兆 3,870

億円と最も大きいが、住宅の被害額は 2 兆 3,940 億円、製造業の被害額は 1 兆 6,370

億円、その他（電気・ガス・水道、運輸、通信を除く非製造業）の被害額は 3 兆 9,550

億円と推計されており、今回の震災では農林水産関係を含めて産業部門の被害が大き

いと見られる。  

また、（財）関西社会経済研究所は、ストック被害額を自動車・船舶、流通在庫な

                                                  
3 農林水産省大臣官房統計部、農村振興局「津波により流出や冠水等の被害を受けた農地の推定面積」

2011 年 3 月 29 日  
4 東日本大震災での物的試算の毀損額が 16 兆円以上という推計については、原田泰「 16 兆円も壊れて

いない  巨額の復興予算はまったく無駄使い」『週間東洋経済』2011 年 12 月 3 日 ,pp70～ 72 において、「そ

れほど壊れているはずがない」という指摘もある。  
5 日本政策投資銀行が 2011 年 4 月 28 日に「『東日本大震災資本ストック被害金額推計』について－エ

リア別（県別／内陸・沿岸別）に推計－」を公表しているが、その推計方法及び結果の詳細は、中村研

二、寺崎友芳『東日本大震災  復興への地域戦略』 2011 年 10 月で解説されている。  
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どを含めて約 17 兆 7,800 億円と推計した結果を発表している。さらに、間接被害と

して、①東北 4 県（岩手県、宮城県、福島県、茨城県）の特に被害の大きい市町村に

おける生産規模から、この地域での生産活動が停滞することによる被害規模を 8 兆

9,039 億円（4 県の GRP の 27.6％、全国 GDP の 1.7％に相当）と試算するとともに、

②地域間産業連関表を用いた分析により、GDP に対する間接被害額が 6 兆 198 億円

（GDP 比 1.2％）となり、間接被害額のうち関西への影響は 2,698 億円（関西 GRP 比

0.3％）の損失になると試算している。  

このほか、三菱総合研究所が、北海道から千葉までの 7 道県のストックの毀損額を

14.1～18.1 兆円と、三菱東京 UFJ 銀行が、民間企業設備ストック及び公的資本ストッ

クの毀損額をそれぞれ 8 兆円強、住宅ストックの毀損額を 4 兆円弱、合計で 20 兆円

強と推計しており、また、大和総研は、失われた住宅資産額を 2.7 兆円程度、住宅以

外の資産を 15.6 兆円と推計した結果を公表している（図表１－３－８）。  

 

 図表１－３－７ 東日本大震災におけるエリア別資本ストック被害額  

（単位：10億円）

生活・社
会インフラ

住宅 製造業 その他
合計

B
被害率
B/A

内陸部 26,369 457 22 64 211 754 2.9%
岩手県 沿岸部 7,449 1,943 607 191 781 3,522 47.3%

合計 33,818 2,400 629 255 992 4,276 12.6%
内陸部 31,443 856 40 148 551 1,595 5.1%

宮城県 沿岸部 23,182 2,031 1,446 290 1,130 4,897 21.1%
合計 54,625 2,887 1,486 438 1,681 6,492 11.9%

内陸部 34,314 630 7 263 370 1,270 3.7%
福島県 沿岸部 15,941 1,244 145 151 319 1,859 11.7%

合計 50,254 1,874 152 414 689 3,129 6.2%
内陸部 47,827 460 40 175 318 993 2.1%

茨城県 沿岸部 21,727 766 87 355 275 1,483 6.8%
合計 69,553 1,226 126 530 593 2,476 3.6%

内陸部 139,952 2,403 109 650 1,451 4,612 3.3%
４県計 沿岸部 68,299 5,985 2,285 987 2,504 11,761 17.2%

合計 208,251 8,387 2,394 1,637 3,955 16,373 7.9%

推定資本ストック被害額推定資本
ストック

A

 
（備考）  

1. 沿岸部は海岸線を有する市町村、内陸部はその他の市町村としている。  
2. 推定資本ストック、推定資本ストック被害額ともに再調達ベース。  
3. 福島第一原子力発電所事故がもたらした様々な被害は、本推計には含まれていない。

4. 生活・社会インフラ＝社会資本＋電気・ガス・水道＋運輸・通信、  
その他＝非製造業－電気・ガス・水道－運輸－通信  

5. 日本政策投資銀行作成  
資料：中村研二、寺崎友芳『東日本大震災  復興への地域戦略』 2011 年 10 月  
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図表１－３－８ 東日本大震災における被害額推計の比較  

発表機関・発表日 被害額（推計） 対象地域 備　　考
世界銀行
2011年3月21日

1,220～2,350億ドル
（GDPの2.5～4％）

（出所）World Bank “The recent earthquake and Tsunami in Japan: Implications for East
Asia,” World Bank East Asia and Pacific Economic Update 2011 , Vol.1, March 21, 2011.

内閣府（経済財政分
析担当）
2011年3月23日

【ケース１】　約16兆円
【ケース２】　約25兆円

北海道、青森県、岩手県、宮城県、福
島県、茨城県、千葉県の7道県

岩手県、宮城県、福島県の津波被災地域について、【ケース１】は、阪神・淡路大震災の2倍
程度の損壊率、【ケース２】は、ケース１の損壊率を基本とし、建築物については津波の被害を
特に大きいと想定。非津波被災地域は、阪神・淡路大震災と同程度の損壊率を想定。
北海道、青森県、茨城県、千葉県は、震度に応じた損壊率を想定。
（出所）内閣府「月例経済報告等に関する関係閣僚会議震災対応特別会合資料－東北地方
太平洋沖地震のマクロ経済的影響の分析－」2011年3月23日

（財）関西社会経済
研究所
2011年4月12日

住宅　　　　　　　　　5.20兆円
社会インフラ　　　　　7.24兆円
民間企業設備　　　　　3.62兆円
自動車・船舶　　　　　1.28兆円
流通在庫等　　　　　　0.44兆円
合計　　　 　　　　　17.78兆円

住宅は、東北地方と関東地方
それ以外のストックは、東北地方のみ
自動車は、東北6県と茨城県
船舶、流通在庫等は、青森県、岩手
県、宮城県、福島県、茨城県

今回の災害で発表された実際の住宅の被害戸数と浸水地域の面積をもとに流出住宅戸数を
割り出し、その数値を基準として被災率を計算。
また、間接被害についても、GDPに対する間接被害額は6兆198億円（GDP比1.2％）、間接被
害額のうち関西への影響は2,698億円（関西GRP比0.3％）と推計。
（出所）関西社会経済研究所「東日本大震災による被害のマクロ経済に対する影響－地震、
津波、原発の複合的被害－」2011年4月12日

三菱総合研究所
2011年4月18日

社会資本　　　　　5.8～7.1兆円
住宅　　　　　　　2.3～3.1兆円
企業設備　　　　　5.3～7.3兆円
在庫 　　　　　　　　　0.6兆円
合計　　　　　　14.1～18.1兆円

北海道、青森県、岩手県、宮城県、福
島県、茨城県、千葉県の7道県

都道府県別かつ資産の種類別に既存のストック額を推計し、対応する推計毀損率を乗じるこ
とで求めた。毀損率は、4月5日時点での警察庁や各都道府県発表の被害状況や各種報道を
踏まえ、阪神・淡路大震災での毀損率等も参考に、三菱総合研究所推計。
（出所）三菱総合研究所「2010～2012年度の内外景気見通し（東日本大震災後の改定値）」
2011年4月18日

三菱東京UFJ銀行
2011年4月20日

民間企業設備ストック　　8兆円強
住宅ストック　　　　　　4兆円弱
公的資本ストック　　　　8兆円強
合計　　　　　　　　　 20兆円強

岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃
木県、千葉県、北海道、青森県、秋田
県、山形県、群馬県、埼玉県、神奈川
県の被災13道県

内閣府算定の毀損率を援用。
（出所）三菱東京UFJ銀行「東日本大震災の経済的影響について～その１：生産サイドからの
分析」『経済レビュー』NO.2011-1, 2011年4月20日

日本政策投資銀行
2011年4月28日

生活・社会インフラ　8兆3,870億円
住宅　　　　　　　　2兆3,940億円
製造業　　　　　　　1兆6,370億円
その他　　　　　　　3兆9,550億円
合計　　　　　　　 16兆3,730億円

被災主要4県（岩手県、宮城県、福島
県、茨城県）

各種市町村別統計、エリア別の被災状況等から推計。
福島第一原子力発電所事故がもたらした様々な被害は、本推計には含まれていない。
（出所）日本政策投資銀行「『東日本大震災資本ストック被害額推計』について－エリア別（県
別／内陸・沿岸別）に推計－」2011年4月28日

大和総研
2011年6月9日

住宅資産　　　　　　 2.7兆円程度
住宅以外の資産　　　15.6兆円程度

東北3県（岩手県、宮城県、福島県） （出所）大和総研「第169回日本経済予測（改訂版）」2011年6月9日

内閣府（防災担当）
2011年6月24日

建築物等　　　　　 約10兆4千億円
ライフライン施設　　約1兆3千億円
社会基盤施設　　　　約2兆2千億円
農林水産関係　　　　約1兆9千億円
その他　　　　　　　約1兆1千億円
合計　　　　　　　 約16兆9千億円

各県及び関係府省からのストック（建築物、ライフライン施設、社会基盤施設等）の被害額に
関する提供情報に基づき、内閣府（防災担当）において取りまとめたもの。
（出所）内閣府（防災担当）「東日本大震災における被害額の推計について」2011年6月24日
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第４節 東日本大震災の被災地の状況を踏まえた公的統計に関する政府の対応 

―2011 年を回顧してー 

 

１ 震災後の統計データの集計、公表等に必要な措置の発表 

  東日本大震災は 2011 年 3 月 11 日に発災したが、被災地によっては、統計調査の

対象となっている事業所と連絡が取れなくなっている事例、統計調査員が死亡した

事例が報告されるなど深刻な状況にあることが徐々に判明した。 

このような状況を踏まえ、震災後の公的統計の集計、公表等が適切に行われるよ

う、特別の取扱を行っている場合の情報の開示等を内容とする統計委員会委員長談

話が発表された（2011 年 4 月 8 日）。また、総務省（政策統括官（統計基準担当））

から同趣旨の事務連絡が各府省に発出された（2011 年 4 月 15 日）。 

 

２ 各府省の講じた特別の措置に関する情報の提供 

 各府省は、2011 年 3 月分以降のデータを含む公的統計の集計、公表等に関し、特

別の措置を講じているものについては、2011 年 4 月 21 日以降、政府統計の総合窓

口（ e-STAT）の専用のコーナー（「東日本大震災関連情報」のコーナー）に順次掲

載し、利用者がまとめて閲覧できるようにしている。 

 

３ 東日本大震災に係る統計データの提供等に関する統計委員会の審議 

  統計委員会は、毎年度、各府省等が講じた統計関係の施策について報告を受け、

客観的な評価・検証を行っている。2011 年度においては、この活動の一環で、「東

日本大震災に係る統計データの提供等」に関する施策を重要検討事項として審議し、

その結果を「平成 22 年度統計法施行状況に関する審議結果報告書」にとりまとめて

いる（2011 年 9 月 22 日公表。公表に併せて樋口委員長の談話も発表）。概要は以下

のとおりである。 

（１）施策の施行状況 

各府省等の 60 の基幹統計調査等の集計、公表等に関する特別の措置について、

類型別に整理しつつ報告された。概要は図表１－４－１のとおりである。 

図表１－４－１ 各府省等（統計関係）における東日本大震災の対応状況（その１） 

特別の措置の内容 該当数 

大きな被害を受けた地域を調査対象地域から除外等したもの（予定を含む）  延べ 11 調査 

調査対象・項目の限定等を行ったもの 延べ  7 調査 

調査実施時期・調査票提出期限等を延期したもの 延べ 6 調査 

集計・推計の方法や公表時期等を変更したもの 延べ 28 調査 

その他参考値の公表等を行ったもの 延べ 23 調査 

（注）2011 年 9 月 15 日現在の状況である。 
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（２）各府省が取り組むべき統計整備等の方向性 

東日本大震災に係る統計データ等の取扱について、各府省が取り組むべき統

計整備等の方向性がとりまとめられた。ポイントは以下のとおりである。 

○調査対象地域の一部を除外するなどの特別の取扱をした場合、被災地の状況

を踏まえて、可能な限り補完的、補足的な調査や推計を行うなどの措置を講

ずる。 

○特別の取扱や補完調査等に関する情報については、全国集計値の時系列デー

タの分析等において利用者の誤解を招かないよう、適切に公表・保存する。 

○補完調査等の実施に当たっては、行政記録情報等の活用の可能性について、

保存機関の協力を得ながら検討する。 

 

４ 統計委員会におけるその後の措置状況のフォローアップ 

 第 51 回統計委員会（2011 年 11 月 18 日）において、月次又は四半期の 34 統計調

査等について、各府省における調査の復旧状況、年次推計における補完等の考え方

等が報告された。概要は図表１－４－２のとおりである。 

  

図表１－４－２ 各府省等（統計関係）における東日本大震災の対応状況（その２） 

類型 該当数 

震災により、調査・公表に当たって特別な措置を講じているもの 18 調査等  

(対前年同月・前月比等の公表に当たって特別の措置を講じてい

るもの) 

(延べ 16 調査等) 

(現在、一部地域・調査区での調査票の回収が困難となっている

もの) 

(延べ ７調査) 

(年次結果において補完推計を行うなど特別な措置を実施予定又

は検討中のもの（その可否を検討中のものも含む）) 

(延べ ５調査等) 

通常どおり、調査・公表を実施しているもの 16 調査  

（注）2011 年 11 月 11 日現在の状況である。 

 

各府省の個別の対応についてみると、例えば、総務省（統計局）の月次調査であ

る「労働力調査」については、2011 年３月分から８月分に関し、東北被災３県（岩

手県、宮城県、福島県）を除いた形で全国集計結果を公表していたが、９月分以降

は東北被災３県を含む 47 都道府県分を公表している。また、年平均については、こ

れら３県を除く 44 都道府県分の全国結果を、遡及集計した参考値とともに公表して

いる（2012 年１月 31 日）。労働力調査の 2011 年の取扱を整理すると図表１－４－

３のようになる。 
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 図表１－４－３ 2011 年の労働力調査の取扱 

調査対象月 東北被災３県の取扱 全 国 集 計

結 果 の 取

扱 

全 国 集 計 の

年 平 均 の 取

扱 

岩手県 宮城県 福島県 

調査 集計 調査 集計 調査 集計

2011 年 

１月分 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 47 都 道 府

県 分 で 集

計 

東 北 被 災 ３

県 を 除 く 44

都 道 府 県 分

の 全 国 集 計

結果を、遡及

集 計 し た 参

考 値 と と も

に公表（全国

値 の 補 完 的

推 計 に つ い

ては、関連統

計 の 年 平 均

結 果 等 を 活

用 す る な ど

し た 推 計 方

法 等 を 検 討

中） 

 

２月分 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 同上 

３月分 

（3/11 東日本

大震災発生） 

× × × × × × 東 北 被 災

３ 県 を 除

く 44 都道

府 県 分 で

集計 

４月分 × × × × × × 同上 

５月分 △ × △ × × × 同上 

６月分 △ × △ × × × 同上 

７月分 △ × △ × × × 同上 

８月分 △ × △ × △ × 同上 

９月分 △ ○ △ ○ △ ○ 47 都 道 府

県 分 で 集

計 

10 月分 △ ○ △ ○ △ ○ 同上 

11 月分 △ ○ △ ○ △ ○ 同上 

12 月分 △ ○ △ ○ △ ○ 同上 

 （注１）○：実施しているもの、△：一部実施しているもの、×：実施していないもの 

 （注２）東北被災３県の９月分以降については、調査を実施していない地域が一部ある

ものの、これらの地域の全国の調査区数に占める割合が１％未満であること等を

踏まえ、東北被災３県を含めた形で全国集計結果が公表されている。 

 

47 都道府県分の集計を復活させた 2011 年９月分以降の公表資料においては、参

考資料として、44 県分の全国集計結果並びに東北被災３県の調査の再開状況及び回

答のあった調査票の集計状況を掲載している。参考までに、調査の再開状況につい

て、2011 年９月分～12 月分のデータをまとめたものが図表１－４－４であり、回答

のあった調査票の集計状況（2011 年 12 月分）が図表１－４－５である。 
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図表１－４－４ 労働力調査の東北被災３県における再開状況 

 ３県合計 岩手県 宮城県 福島県 

調

査

区 

① 

９月分 140 36 54 48

10 月分 139 36 55 48

11 月分 138 35 55 48

12 月分 143 35 58 50

調

査

可 

② 

９月分 112 29 42 41

10 月分 115 27 43 45

11 月分 117 29 45 43

12 月分 121 30 46 45

① 

÷ 

② 

９月分 80.0% 76.3% 77.8% 85.4%

10 月分 82.7% 75.0% 78.2% 93.8%

11 月分 84.8% 82.9% 81.8% 89.6%

12 月分 84.6% 85.7% 79.3% 90.0%

回

答

者

数 

９月分 3,517 人 977 人 1,230 人 1,310 人

10 月分 3,691 人 964 人 1,247 人 1,480 人

11 月分 3,858 人 1,094 人 1,322 人 1,442 人

12 月分 3,904 人 1,051 人 1,390 人 1,463 人

 （注）「調査区」→対象調査区、「調査可」→調査できた調査区数 

 

図表１－４－５ 2011 年 12 月の東北被災３県における回答者数及び就業状態別の 

構成割合 

 3 県合計 岩手県 宮城県 福島県 

回答者数 3,904 人 1,051 人 1,390 人 1,463 人

構

成

割

合 

 

労働力人口 55.7% 50.9% 59.2% 55.9%

就業者 

（うち休業者） 

53.4%

(1.0%)

48.9%

(1.3%)

56.7% 

(1.4%) 

53.4%

(0.4%)

 完全失業者 2.4% 2.0% 2.5% 2.5%

非労働力人口 44.3% 49.1% 40.8% 44.1%

 ( 注 )上記の就業状態別構成割合は，得られたデータを単純に（推定用の乗率を用い

ずに）集計したものである。また，仮に上記により完全失業率（完全失業者／労働

力人口×100）を計算すると，岩手県が 3.9％，宮城県が 4.3％，福島県が 4.5％とな

る。ただし，利用の際には以下の点に注意する必要がある。 

①労働力調査は都道府県別の月次結果を表章する標本設計となっておらず，結果精

度を確保するには標本規模が十分でないこと。 
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②当該３県では東日本大震災の影響により，依然，沿岸部を中心に調査が再開され

ていない調査区が一部あること。 

(備考)労働力調査（基本集計）で参考値として四半期ごとに公表するモデル推計値の

都道府県別結果によれば，完全失業率は 2010 年平均で岩手県が 5.1％，宮城県が

5.8％，福島県が 5.1％となっている。ただし，これらの数値は推定用の乗率及び

推計モデルを用いて計算されており，上記の集計による単純な数値との比較には，

注意が必要である。 

 

５ 今後の展望 

東日本大震災は、東北被災３県（岩手県、宮城県、福島県）の沿岸部を中心にこ

れまで経験したことのない大規模な被害をもたらした。公的統計の実査の現場も大

きなダメージを受け、一部の統計において当該地域の調査が中止に追い込まれたこ

とはやむを得ない事態であったと思われる。 

しかしながら、公的統計の重要性に鑑みれば、欠落したデータを補完推計等し、

時系列分析のために必要な情報を可能な限り発信していくことは、引き続き重要な

課題であると考えられる。 

例えば、労働力調査は、東北被災 3 県の調査を一時的に中止し、当該３県を除く

44 都道府県分の年平均のデータを公表しているが、47 都道府県分の年平均推計の補

完方法等に関する調査研究は現在実施中であると聞いている。このような調査研究

については、成果がまとまった段階でその情報を公表し、関係者間で共有するとと

もに、そこで得られた知見を将来の関係者が利活用できるように、適切に整理・保

存していくことが重要であると考えられる。政府全体の統計について調査審議する

統計委員会においても、そのような点を含め、東日本大震災に係る統計データの提

供等に関する各府省の動向を、引き続き注視していく必要があると考えられる。 
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第２章  人口、雇用からみた被災地の復興  

 第１節 人口、高齢化からみた被災地の特徴  

被災地においては震災以降、雇用の不足により、若年層の流出及び高齢化が進んで

いる可能性がある。また福島第１原子力発電所の事故の影響により、福島県からは幼

稚園児、小学生等の低年齢層を含む県外への転出が多くなっている可能性がある。こ

れらについて、住民基本台帳人口移動報告等の統計を基に分析する。 

なお、住民基本台帳人口移動報告は、住民基本台帳法の規定により市町村に届出の

あった転入者の情報に基づいて作成されており、震災の影響を受けて被災地から避難

した者等に係る移動については、避難先の市町村に転入の届出があった者についての

み計上されていることに留意する必要がある6。 

 

１． 被災地における転出の状況 ～どの年齢層が転出しているのか～  

岩手県、宮城県及び福島県（東北被災３県）について、住民基本台帳人口移動

報告月報における転入超過（マイナスは転出超過。）について、震災以降の３～12

月分の合計を時系列で比較すると（図表２－１－１）、2010 年から 2011 年にかけ

て、東北被災３県の転出超過が 30,799 人増加している。福島県の 2011 年の転出

超過は 31,109 人で、東北被災３県の転出超過の約 80％を占めており、福島第１

原発の事故の影響が、福島県からの転出者の急増という形で現れていると考えら

れる。 

図表２－１－１ 東北被災３県における転入超過（ 1999 年～ 2011 年（３～ 12 月期合計）） 

 

資料：総務省 「住民基本台帳人口移動報告（1999年～2011年（3月～12月））」 

                                                  
6 2011 年 12 月 15 日時点の東北被災３県から自県外への避難者数をみると、福島県で 59,933 人、宮城

県で 8,597 人、岩手県で 1,545 人となっており、住民基本台帳人口移動報告による 2011 年３月から 12
月までの転出超過と比較して約２倍程度となっている。なお本稿執筆時点の最新の情報（ 2012 年２月

23 日時点）では、東北被災３県から自県外への避難者数は、福島県で 62,674 人、宮城県で 8,548 人、

岩手県で 1,566 人となっている（復興庁資料）。  

30,799 人の増加
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次に、被災地から主にどの年齢層が転出したのかを分析する。岩手県、宮城県

及び福島県における 2010 年３～12 月期と 2011 年３～12 月期の男女別・年齢階級

別の転入超過（マイナスの場合は転出超過を表す。）の動きをみたものが図表２－

１－２である。 

 

表２－１－２ 被災３県における年齢別転入者数(３～12 月期  (2010 年／2011 年 )) 

  

 

  

 

  

資料：総務省 「住民基本台帳人口移動報告（2010年及び2011年（3月～12月））」 

岩手県（男性） 岩手県（女性） 

宮城県（男性） 宮城県（女性） 

福島県（男性） 福島県（女性） 



20 
 

この図によると、岩手県ではあまり大きな転出の増加は見られないが、これは

他県からの避難等の転入により、転出の影響が相殺されたためであると考えられ

る。宮城県及び福島県では、2011 年の転出超過が前年を大きく上回っており、特

に福島県では、男女ともに 15 歳未満と 25 歳～44 歳の年齢層の転出が大幅に増加

している。また 15 歳未満の年齢層における転出超過が最も多く増加しており、さ

らに男性よりも女性の転出が多くなっている。  

福島県で低年齢層の転出が増加している点については、平成 23 年度学校基本調

査（確定値）の結果（図表２－１－３）からも確認することができる。これによ

ると、東北被災３県の中で在学者数が前年と比較して最も減少したのは福島県

（15,040 人の減少）であり、特に幼稚園児及び小学校の区分で、在学者数が大き

く減少していることがわかる。  

図表２－１－２及び２－１－３の結果を総合すると、福島第１原発事故による

放射線の影響を考慮した親（特に母親）が子を伴って県外へ避難したケースが多

かったのではないかと考えられる。  

 

図表２－１－３ 東北被災３県における学校区分別在学者数の推移（2010年度／2011年度）  

 

資料：総務省 「平成 23年度学校基本調査（確定値）」（ 2011年２月６日公表）  

 

震災発生以降の被災地からの避難の状況をより詳細に分析するために、東北被

災３県における月次の転入・転出の動きを見る（図表２－１－４）。東北地方の転

出超過については、進学、就職等により季節性があり、例年３月及び４月に転出

が大幅に増加する傾向があることが知られているが、2011 年３月以降の転出の増

（単位：人）

2010年度 2011年度
対前年度

増減数
2010年度 2011年度

対前年度

増減数
2010年度 2011年度

対前年度

増減数

幼稚園 12,616 12,066 -550 32,024 31,142 -882 30,026 26,715 -3,311

小学校 71,949 70,055 -1,894 128,901 125,638 -3,263 117,668 108,428 -9,240

中学校 38,010 37,709 -301 65,480 65,063 -417 61,866 59,377 -2,489

高等学校 39,350 38,374 -976 63,447 62,555 -892 61,219 58,962 -2,257

中等教育学校 - - - 900 1,148 248 - - -

特別支援学校 1,451 1,437 -14 2,154 2,236 82 2,101 2,090 -11

専修学校 5,927 5,945 18 18,736 18,171 -565 6,309 6,439 130

各種学校 493 501 8 1670 1,456 -214 616 613 -3

大学 13,618 13,200 -418 59,174 58,939 -235 17,232 17,130 -102

短期大学 1,283 1,211 -72 1,272 1,206 -66 2,594 2,472 -122

高等専門学校 856 848 -8 1902 1,833 -69 1116 1,106 -10

合計
（幼稚園～中学校）

122,575 119,830 -2,745 226,405 221,843 -4,562 209,560 194,520 -15,040

合計
（全ての区分）

185,553 181,346 -4,207 375,660 369,387 -6,273 300,747 283,332 -17,415

岩手県 宮城県 福島県
区分
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加はこの傾向を大きく上回っており、特に４月の増加が著しく、またそのほとん

どを福島県が占めている。東北被災３県全体でみると転出超過は縮小していく傾

向にあり、岩手県及び宮城県では７月以降に転入の動きがある。  

図表２－１－４ 東北被災３県における月次転入者数（2009 年１月～ 2011 年 12 月）  

 

資料：総務省 「住民基本台帳人口移動報告（2009年1月～2011年12月）」 

 

２． 被災地等からの転出の状況 ～転出者はどこに移動したのか～  

震災直後に首都圏で避難所が設けられ、避難者の受け入れが実施されたことに

より、東北被災３県からは、首都圏に避難した者が多かったと考えられる。この

ことを確認するために、東北被災３県の転出先を見ると（図表２－１－５）、東

京圏への転出が最も多くなっていることがわかる。しかし、名古屋圏や大阪圏へ

の転出も 2010 年と比較して 60％以上の増加を示しており、避難者は首都圏を越

えて、関西の地域にも移動していることがわかる。  

 

図表２－１－５ 被災３県における転入者数及び転出者数(2010 年、2011 年 (３～ 12 月期 )) 

 
資料：総務省 「住民基本台帳人口移動報告（2009年1月～2011年12月）」 

対前年同期増減

実  数 率（％）

東 京 圏 47,230 39,222 8,008 20.4

名 古 屋 圏 4,143 2,587 1,556 60.1

大 阪 圏 5,161 3,039 2,122 69.8

そ の 他 44,315 29,906 14,409 48.2

転 出 先 2011年
３～12月期

東北被災３県からの転出者数（単位：人）

2010年
３～12月期
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※３大都市圏の内訳  

・東京圏：東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県  

・名古屋圏：愛知県、岐阜県、三重県  

・大阪圏：大阪府、兵庫県、京都府、奈良県  

 

震災は、被災地だけでなく首都圏にも影響を与えた。原発事故の影響で震災後

に一時的に電力の供給が減少したこと、千葉県の海に近い地域等における液状化

現象等により、東京圏からもある程度、転出があったと考えられる。そこで３大

都市圏（東京圏、名古屋圏、大阪圏）における転入超過数を見ると（図表２－１

－６）、東京圏では前年と比較して 30,030 人減少している。名古屋圏及び大阪圏

については、従前から転出超過の傾向にあったが、2011 年は、名古屋圏で 9,417

人の増加、大阪圏で約 14,774 人の増加となっており、この結果、転入超過へと転

じている。  

 

図表２－１－６ ３大都市圏からの転入超過数 (2010年、 2011年 (３～12月期 )) 

 
資料：総務省「住民基本台帳人口移動報告（2010年及び2011年（3月～12月））」  

 

なお、住民基本台帳人口移動報告平成 23 年結果の要約（2012 年１月 30 日総務

省報道資料）によると、転出超過の市町村の 20 位以内には千葉県浦安市（1,956

人）や千葉県松戸市（ 1,457 人）が入っており、やはり液状化現象の影響が確認

できる。また同要約によると、大阪市（4,209 人）や名古屋市（3,060 人）が転入

超過の市町村の上位に入っており、特に大阪圏は 1973 年以来 38 年ぶり、名古屋

圏は 2008 年以来３年ぶりの転入超過となっていることも確認できる。  

 

３． 被災地における若年層の減少と高齢化  

 被災地において高齢化がそれほど進んでいなかったのであれば、若年層の転出に

伴う高齢化への影響はそれほど大きくない可能性がある。しかし国勢調査により、

震災発生前の高齢化率（65 歳以上の占める割合）を全国と東北被災３県で比較し

てみると（図表２－１－７）、全国の高齢化率は 2005 年から 2010 年にかけて 20.1％

から 23.0％に上昇しているのに対して、東北被災３県における高齢化率は、 2000

年の時点で既に 22.0％あり、その後 2010 年には 24.3％にまで上昇している。被災

転入超過数（単位：人） 対前年

増減数

東 京 圏 58,951 88,981 -30,030

名 古 屋 圏 4,143 -5,274 9,417

大 阪 圏 6,532 -8,242 14,774

2010年
３～12月期

都 市 圏

 （－は転出超過)  

2011年
３～12月期
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地においては震災以前から高齢化が進んでいたことがわかる。  

図表２－１－７ 全国及び東北被災３県における高齢化率の推移 

 
資料：総務省 「国勢調査」（平成 2 年～平成 22 年） 

 

 同じ被災地でも、沿岸部の浸水地域と都市部では高齢化率の傾向に違いがあると

考えられる。そこで、平成 17 年及び平成 22 年の国勢調査により、東北被災３県に

ついて、浸水地域の主な市町と県全体の高齢化率を比較すると（図表２－１－８）、

いずれの県においても、浸水地域の方が県全体よりも高齢化率が高くなっている。

宮城県は仙台市があるので、県全体の高齢化率は全国平均よりも低くなっているが、

浸水地域では全国平均よりも高くなっている。  

 

図表２－１－８ 東北被災３県の浸水地域における高齢化率 

 

資料：総務省 「国勢調査」（平成 17 年及び平成 22 年） 

 

全国 東北被災３県

12.0% 13.4%

14.5% 16.4%

17.3% 19.4%

20.1% 22.0%

23.0% 24.3%

平成17年 (2005年)

平成22年 (2010年)

高齢化率（65歳以上人口割合）

平成２年 (1990年)

平成７年 (1995年)

平成12年 (2000年)

東 北  

被 災 ３県  

岩 手 県  

浸 水 地 域

宮 城 県  

浸 水 地 域

福 島 県  

浸 水 地 域

平 成 22 年  

国 勢 調 査  
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以上の分析から、東北被災３県、特にその浸水地域においては、震災以前から高齢

化率が高い水準にあり、高齢化が進む傾向にあったが、今回の東日本大震災の影響で

若年層が県外に転出したことにより、相対的に高齢者の割合が上昇し、被災地域にお

ける高齢化が一層進んでいる可能性があるといえる。農林水産政策研究所の分析（農

林水産政策研究所（2011））によると、三宅島雄山噴火や北海道南西沖地震の際に、被

災地の復興過程で十分な就業が確保できなかったことから若年層が流出し、高齢化が

大きく進展したことが示されている。このことから、被災地の復旧、復興に当たって

は、若年層に対する雇用の創出が重要である。  

 

 第２節 産業構造からみた被災地の特徴  

東日本大震災は被災地域の産業に対しても相当な影響を与えたと考えられる。本節

では、平成 22 年国勢調査、平成 21 年経済センサス基礎調査等を用いて、被災地にお

ける東日本大震災以前の産業構造について分析することにより、若年層の転出が被災

地の産業に与える影響を把握する。  

 

１． 被災地の産業別の年齢構成  

     被災地において、東日本大震災以前にどのような産業でどの程度の雇用があっ

たのかを分析する。平成 22 年国勢調査により、東北被災３県における産業大分

類別の従業者数の割合を見ると（図表２－２－１）、従業者の割合が全体の 10％

を超える産業は、「卸売業、小売業」（16.8％）、「製造業」（16.2％）、「医療、福祉」

（10.4％）となっており、これらの産業で震災以前に雇用があったことがわかる。  

 

図表２－２－１ 東北被災３県の産業大分類別の 15 歳以上人口に占める割合  

 

資料：総務省 「平成 22 年国勢調査」 
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次に、各産業の従業者はどのような年齢構成になっているのかを見ることによ

り、若年者の転出の影響が大きいと考えられる産業を分析する。産業大分類のレ

ベルで就業者数の年齢構成を見たものが図表２－２－２である（各産業で 15 歳

～44 歳の占める割合が低い順に産業を並べている。）。44 歳以下の従業者の割合

は情報通信業で最も高くなっている。また、図表２－２－１で従業者数の多かっ

た、「卸売業、小売業」、「製造業」、「医療、福祉」においても 44 歳以下の従業者

の割合が高くなっており、これらの産業は、若い年齢層の労働者を多く必要とす

る産業であることがわかる。したがって、被災地からの避難による若年層の減少

がこれらの産業に与える影響は大きいのではないかと考えられる。一方で、農業、

林業、漁業、鉱業といった産業では、45 歳以上の占める割合が高くなっており、

特に農林業では、65 歳以上の占める割合が 50％近くなっている。  

 

図表２－２－２ 東北被災３県の 15 歳以上人口に占める産業大分類別年齢構成  

 
資料：総務省 「平成 22 年国勢調査」  

 

各産業の年齢構成について、全国と被災地での傾向の違いを見ることにする。

全国及び東北被災３県の各産業における 15 歳～44 歳の占める割合を比較すると

（図表２－２－３）、その傾向はおおむね同じであるが、ほとんどの産業におい

て、44 歳以下の占める割合は、全国よりも東北被災３県の方が低くなっている。

全国よりも東北被災３県で 15 歳～44 歳の割合が大きくなっている産業としては、

「医療・福祉」、「製造業」、「教育・学習支援」などがある。  
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図表２－２－３ 全国及び東北被災３県における産業大分類別の 15 歳～44 歳の占める割合  

 

資料：総務省 「平成 22 年国勢調査」 

 

２． 事業所の開設時期から見た産業の状況  

深尾、権（2011）での全国レベルのミクロデータを用いた分析結果によれば、

多くの産業において、若い企業が参入や成長を通じて雇用を創出し、一方古い企

業が雇用減少の主因であったことが示されている。よって、復興に向けた産業の

振興、企業の誘致等を考える際には、事業所の社齢も考慮する必要がある。平成

21 年経済センサス基礎調査を基に、東北被災３県の民営事業所について、開設時

期を 1994 年以前と 1995 年以降に分けてまとめたものが図表２－２－４である。 

 

図表２－２－４ 東北被災３県の産業大分類別・開設時期別民営事業所数  

 

資料：総務省 「平成 21 年経済センサス基礎調査」（総務省統計局）  
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※事業所の数が少ない「電気・ガス・熱供給・水道業」、「鉱業，採石業，砂利採取

業」を除く。  

 

図表２－２－４を見ると、「卸売業・小売業」、「建設業」、「製造業」などで、

開設時期の古い事業所の数が新しい事業所の数を大きく上回っている。その一

方で、「宿泊業・飲食サービス業」、「医療・福祉」、「情報通信業」では、 1995

年以降に開設された事業所の占める割合の方が高くなっている。  

各産業における事業所の開設時期について、全国と被災地の傾向の違いを見る。

全国と東北被災３県で、1995 年以降に開設された民営事業所が占める割合を比較

すると（図表２－２－５）、おおむね同じ値となっているが、東北被災３県の方

が全国よりも全体的に低くなっている。ただし「医療・福祉」については、東北

被災３県の方が若干ではあるが高くなっている。  

 

図表２－２－５ 全国及び東北被災３県の 1995 年以降開設事業所の全体に占める割合  

 

資料：総務省 「平成 21 年経済センサス基礎調査」（総務省統計局）  

 

    ここまでの結果に共通して現れる産業として、「医療・福祉」が挙げられる。「医療・

福祉」では、震災以前に若年層の従業者が多かった。また比較的新しい開設時期の

事業所が多いことから、企業の新規参入もある程度あったと考えられる。したがっ

て、「医療・福祉」の産業は、若年層における新規雇用の創出に結び付く可能性があ

る。 
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３． 事業所の開業、廃業から見た産業の状況  

全国と東北被災３県の企業ベースの開業率及び廃業率を比較したものが、図表

２－２－６である。東北被災３県全体では、開業率は 1.8%、廃業率は 5.7％とな

っており、全国の結果（開業率 2.0%、廃業率 6.2％）と比較してどちらも低くな

っていることがわかる。このことから、新規企業の参入、退出による企業の入れ

替わりは、被災地域ではそれほど多くないと考えられる。ただし東北被災３県内

部でも県によって開業及び廃業の状況が異なっている。宮城県では開業率が 2.0％、

廃業率が 6.2％となっており、岩手県（開業率が 1.7％、廃業率が 5.3％）及び福

島県（開業率が 1.7％、廃業率が 5.5％）と比較して、企業の入れ替わりが多くな

っていると考えられる。  

 

図表２－２－６ 全国、地方及び東北被災３県における開業率及び廃業率 

 

資料：総務省  「平成 21 年経済センサス」（総務省統計局）及び「平成 18 年事業所・企業統

計調査」を加工して作成。 

 

被災地では、人口の減少、高齢化等により、産業や雇用の状況は依然として厳

しいが、今後これらの地域の復興を考えていく際には、被災地域における産業の

特性や、企業の開業及び廃業の状況等を踏まえた上で、雇用の創出が見込まれる

産業を振興するなど、産業政策と一体になった雇用面での支援が必要になってく

る。 

 

（参考）開業率・廃業率の計算方法  

  本分析における開業率及び廃業率の計算方法は、中小企業白書 2011 における手法を参

考にしている（中小企業庁（2011））。以下、中小企業白書の内容を基に、開業率及び廃

全 国 4,000,503 240,478 723,051 96,191 262,928 4,723,554 4,240,336 2.0% 6.2%

北 海 道 156,313 11,927 30,284 4,771 11,012 186,597 167,404 2.6% 6.6%

東 北 308,570 16,284 52,273 6,514 19,008 360,843 334,174 1.8% 5.7%

関 東 1,552,375 82,944 276,866 33,178 100,679 1,829,241 1,621,336 1.8% 6.2%

中 部 452,848 25,305 76,670 10,122 27,880 529,518 480,047 1.9% 5.8%

近 畿 701,197 48,495 132,768 19,398 48,279 833,965 741,167 2.3% 6.5%

中 国 236,537 13,874 41,296 5,550 15,017 277,833 252,251 2.0% 6.0%

四 国 140,054 7,941 24,612 3,176 8,950 164,666 149,817 1.9% 6.0%

九州・沖縄 452,609 33,708 88,282 13,483 32,103 540,891 494,140 2.5% 6.5%

東北被災３県 180,146 9,648 30,417 3,859 11,061 210,563 193,700 1.8% 5.7%

岩 手 県 42,849 2,122 6,831 849 2,484 49,680 46,999 1.7% 5.3%

宮 城 県 68,533 4,141 12,463 1,656 4,532 80,996 73,440 2.0% 6.2%

福 島 県 68,764 3,385 11,123 1,354 4,045 79,887 73,261 1.7% 5.5%

存続

A

新設
(開業)

B

廃業

C

開業率

D/F

廃業率

E/G

年平均開業

D=B/30*12

年平均廃業

E=C/33*12

期首事業所
（開業）
F=A+C

期首事業所
（廃業）

G
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業率計算方法について説明する。  

・企業数は、平成 21 年経済センサス基礎調査結果の第 46 表の存続・新設・廃業別民

営事業所数（外国の会社を除く会社の単独及び本所事業所）と、第 46 表の存続・

新設・廃業別民営事業所数の「うち個人」を足し合わせて求めている。  

・開業率は、「新規企業を年平均にならした数」を「期首において既に存在していた企

業の数」で割って求める。  

  ・廃業率は、「廃業企業を年平均にならした数」を「期首において既に存在していた企

業の数」で割って求める。  

  ・平成 21 年経済センサス基礎調査では、登記情報等の行政記録を活用により企業等の

補足範囲が拡大されており、開業については補足範囲拡大後の数値（平成 21 年経

済センサス基礎調査における存続事業所と廃業事業所の和）、廃業については補足

範囲拡大前の数値（平成 18 年事業所・企業統計調査の事業所数）を用いている。  

  ・平成 21 年経済センサス基礎調査の新規事業所は 2007 年以降に開設した事業所であ

るため、開業率の分子である年平均開業事業所数は、2007 年 1 月 1 日から調査時点

の 2009 年 7 月 1 日までの 30 か月で割って 12 をかけて求める。  

  ・廃業事業所は、平成 18 年事業所・企業統計調査（2006 年 10 月 1 日実施）で調査さ

れた事業所のうち、平成 21 年経済センサス基礎調査（2009 年 7 月 1 日実施）で把

握されなかった事業所とされるため、廃業率の分子である年平均廃業事業所数は、

調査期間の 33 か月で割って 12 をかけて求める。  
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第３節 被災地の雇用情勢の分析  

１．東北被災３県（岩手県、宮城県、福島県）の雇用状況の変化  

東北被災３県の求人、求職、就職の状況（季節調整値）をみると、2011（平成 23）

年 3 月の震災以降、震災復旧関連求人の増加等や製造業の生産の回復等により新規

求人数は、9 月から 4 か月連続で増加し、12 月には 44,096 人となっている。  

新規求職者は 4 月をピークに減少し、9 月以降横ばい傾向となり 12 月で 31,334

人、就職件数は 6 月をピークに緩やかに減少しており、12 月には 10,781 人となっ

ている。（図表２－３－１）  

有効求人倍率（季節調整値）は、5 月以降 8 か月連続で上昇傾向が続いており、

12 月には、岩手県 0.71 倍、宮城県 0.80 倍、福島県 0.74 倍となっている。（図表２

－３－２）  

このように東北被災３県の雇用情勢は上向きに見えるが、特に震災被害の大きか

った地域を中心に雇用情勢は依然として厳しい状況が続いている。  

 

図表２－３－１  東北被災３県の新規求人・  図表２－３－２東北被災３県の有効求人倍

求職等の推移（季節調整値）        率の推移（季節調整値）  

  

資料：厚生労働省「一般職業紹介状況（職業安定業務統計）」2012 年 1 月 31 日  

 

（１）産業別にみた新規求人数の状況  

東北被災３県の産業別の新規求人数をみると、震災復旧事業に伴い 4 月から

「建設業」の求人が多く寄せられており、12 月の対前年同月比でも 121.6％増

となっている。また、雇用創出基金事業により、4 月から 6 月にかけて「公務、

その他」による求人増が目立つ。「製造業」も 4 月以降、徐々に回復をみせて

おり、12 月の対前年同月比で 40.1％増となっている。（図表２－３－３）  
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図表２－３－３ 東北被災３県の産業別新規求人数の前年同月の増減率  

（原数値 2011 年／2010 年）  

 

資料：厚生労働省「一般職業紹介状況（職業安定業務統計）」2012 年 1 月 31 日  

 

（２）就職者の推移  

東北被災３県の就職率をみると、３県ともに５月以降上昇傾向にあり、対前

年同月と比べても、6 月以降は３県とも前年の就職率を上回っている。  

また、雇用創出基金事業による就職件数は、 2012（平成 24）年 1 月 16 日現

在、岩手県 6,149 人、宮城県 8,676 人、福島県 11,473 人となっており、東北被

災３県合計で 26,298 人となっている。（図表２－３－４）  

 

図表２－３－４ 東北被災３県の就職率の推移  

 
資料：厚生労働省「一般職業紹介状況（職業安定業務統計）」2012 年 1 月 31 日  
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（３）雇用保険の状況  

有効求人倍率などが上昇傾向の一方で雇用保険受給のための手続き件数（雇

用保険離職者票等交付件数）は、2011（平成 23）年 3 月 12 日から 2012（平成

24）年 1 月 22 日の約 10 か月間で 21 万 9,163 件（前年同期比 1.5 倍）に達して

いる。  

雇用保険受給者実人員（個別延長給付、特例延長給付、広域延長給付を含む）

をみても、6 月の 81,179 人（前年比 101.9％増）をピークに徐々に減少傾向が

続いているが、12 月現在においても 61,792 人（同 94.8％増）となっている。  

さらに、雇用保険受給者実人員を男女別の割合でみると、3 月は男性 50.5％、

女性 49.5％であったが、4 月以降、女性の占める割合が上昇傾向を続け、12 月

には女性 58.5％となっており、女性の就職難が鮮明となっている。被害の大き

かった宮城県沿岸部の雇用保険受給資格決定件数の状況を震災直後の 2011（平

成 23）年 3 月 12 日から本稿作成時点において最新のデータである 2012（平成

24）年 1 月 22 日の間の対前年同期比でみるとハローワーク石巻管内で 328.2%

増、ハローワーク気仙沼管内では 571.7％増となっており、被災地の雇用情勢

は、特に内陸部に比べ沿岸部の情勢が厳しい。（図表２－３－５、２－３－６）  

 

図表２－３－５ 東北被災３県の雇用保険受給者実人員の推移（個別延長給付等を含む）  

 

資料：厚生労働省「雇用保険事業月報」  
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図表２－３－６ 宮城県の雇用保険受給資格決定件数（ハローワーク別）  

（対前年同期比 2011.3.12～2012.1.22／2010.3.12～2011.1.22）  

 

資料：宮城労働局「宮城局管内の雇用・労働の状況の対策について」2012 年 1 月 30 日  

 

２．東日本と西日本の常用労働者数等の変化  

「毎月勤労統計調査」では、東日本大震災による影響を把握するために常用労働

者数、労働時間等について、「東日本」（東北電力・東京電力管内の東北・関東と新

潟県及び山梨県の１５都県。）と「北海道・中部・西日本」（東日本以外の３２道府

県。以下、「西日本」という。）の 2 区分に分け、2010（平成 22）年１月分から 2011

（平成 23）年 9 月分の調査結果を用いて、地域別特別集計を行っている。  

一般労働者、パートタイム労働者ともに 2 月以降、8 か月連続して「東日本」で

は減少し、「西日本」では増加している。  

雇用調整の影響を受けやすいパートタイム労働者の状況を対前年同月比でみる

と、「東日本」の減少幅、「西日本」の増加幅は 6 月まで月を追うごとに拡大してお

り、「東日本」で 6.4％減、「西日本」で 5.6％増であったが、9 月には、「東日本」で

3.4％減、「西日本」で 1.7％増と両地域の減少幅・増加幅が縮小してきている。震災

後 6 か月を経過し、「東日本」では、生産の回復が徐々に進んだことにより減少幅

が縮小し、それに伴い、生産のシフトにより一時的に増加した「西日本」では、増

加幅が減少してきているものと考えられる。  

労働者数について「東日本」と「西日本」で大きな違いが生まれている背景には、

サプライチェーンの寸断や電力供給の制約を回避するための生産活動の停滞や調

整により、「東日本」から「西日本」等へ生産がシフトしていると言われるが、労

働者数の変化はこれを裏付けたものと考えられる。（図表２－３－７）  



34 
 

図表２－３－７ 常用労働者数の推移（調査産業計、規模 30 人以上）  

前年同月比（2011 年／2010 年）  

 

資料：厚生労働省「毎月勤労統計調査の地域別特別集計について」（2011 年 9 月分）  

 

また、総実労働時間を対前年同月比でみると「東日本」では、震災の影響により、

事業所や生産施設の損壊、ガソリン不足による人・物の移動制約などにより、被災

地の産業が休業や減産に追い込まれたことから 3 月から 5 月は連続して減少した。

パートタイム労働者の状況をみると、6 月に「東日本」で増加し、その後は増減幅

が縮小傾向となり、9 月には対前年同月比 0.5％減となっている。「西日本」では 7

月に減少から 8 月には増加に転じ 9 月には、前年と同じとなっている。こうした労

働者や労働時間の動向は、生産活動等が徐々に再開したことを表していると考えら

れる。（図表２－３－８）  

 

図表２－３－８ 総実労働時間の推移（調査産業計、規模 30 人以上）  

前年同月比（2011 年／2010 年）  

 

資料：厚生労働省「毎月勤労統計調査の地域別特別集計について」（2011 年 9 月分）  
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３．雇用のミスマッチ  

東北被災３県においては、有効求人倍率が 5 月以降 8 か月連続で改善されてきて

いるが、宮城県の求人状況をみると「専門的・技術的職業」「建設・土木作業者」

等の資格や技能を有する求人が多いのに対し、そうした職に就くための資格を持た

ない人や未経験の人は応募することができない状況もあり、有効求職者数が少ない

状況である。  

こうした雇用のミスマッチの例を沿岸部のハローワーク塩釜管内や石巻管内、気

仙沼管内でみてみると、石巻や気仙沼では、「製造の職業」の有効求人数が圧倒的

に足りない状況であるが、塩釜では逆に有効求人が上回っている。この違いは食料

品製造（水産加工等）を中心とした製造業の回復の差が表れていると思われる。  

一方、「建設・土木作業」をみると、塩釜、石巻所では有効求職者数が足りない

状況となっているが、気仙沼では、有効求人が足りない状況となっている。同じ県

内であってもこのような地域によって求人内容と求職ニーズのミスマッチか生じ

ており、このミスマッチを解消するためにどのように就職を支援していくのかが大

きな課題となっている。  

こうした中、公共職業訓練の他に 2011（平成 23）年 10 月から「求職者支援制度」

がスタートし、雇用保険を受給できない求職者に対し職業訓練によるスキルアップ

を通じて早期就職を目指す取り組み等が始まっている。そのような取り組みが雇用

のミスマッチの解消につながっていくことを期待したい。雇用創出に当たっては、

地域特性を考慮した施策を確実に進めることが求められている。（図表２－３―９） 

 

図表２－３－９ 宮城県の職種別求人・求職の状況（ 2011 年 12 月分）  
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資料：宮城労働局「求人・求職バランスシート」（2011 年 12 月）  
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